
別紙 ２（量水器位置変更） 

 

 村山市長 志布 隆夫 あて 

 

確 約 書 

 

 給水装置工事において、メータの位置が止水栓より１ｍ以内となっておりますが、

下記の理由により、特別処置で１ｍ以上離れていても許可下さる様お願いいたしま

す。 

  

なお、工事完成後において、止水栓からメータまでの間に漏水が生じた場合は、

当方の経費負担において速やかに修理いたします。 

 

また、所有者を変更するときは、新所有者にこの給水装置が上記の条件付きであ

ることを申し渡すことを約束いたします。 

 

【量水器設置位置変更理由】 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

                  ※受 付 番 号           

                  ※給水装置番号  第      号 

 

給水装置の設置場所 住 所               

所 有 者 住 所               

 氏 名          ○印     

 ℡                 

             

※部分の記載は不要。（水道課記入欄） 


